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平成１６年３月２６日

報道機関　各位

広島大学総務部大学情報室長
西　田　良　一

広島大学大学院法務研究科（法科大学院）設置に伴う
看板除幕式について

平成１６年４月１日付けで広島大学大学院法務研究科（法科大学院）が設置され る

運びとなっております。

つきましては，下記のとおり看板除幕式を執り行いますので，ご案内いたします。

また，法務研究科の概要については，別紙を参照ください。

記 

日　時 平成１６年４月１日（木）１６時～　（１５分程度）

場　所 広島市中区東千田町１丁目１番８９号　東千田校舎玄関前

出席者 牟田学長，田邊法務研究科長

＜除幕式次第＞

１． 開式の辞

２． 除幕式 （学長と研究科長が左右に分かれ，看板に掛けてある白布の端に結んだ
紐を引いて除幕する。）

３． 学長挨拶

４． 閉式の辞

【お問い合わせ先】

広島大学法学部・経済学部事務長補佐

和泉谷　孝三

ＴＥＬ：（０８２）４２４－７２０２

［発信枚数；Ａ４版　２枚（本票含む）］

・広島大学法科大学院の概要

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohog/press/h16/040326-2.html
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広島大学法科大学院の概要

名　称： 広島大学大学院法務研究科法務専攻

設置場所： 広島大学東千田キャンパス
（広島市中区東千田町１丁目１番８９号）

授与する学位： 法務博士（専門職）

○教育理念

広島大学大学院法務研究科（法科大学院）は，知的・精神的に強靭な資質と高度

な法的学識・能力を備えるとともに，高い倫理観を持ち，社会の法的ニーズに応 じたリ

ーガル・サービスを提供できる専門職業人としての法律専門家を養成し， もって法の

支配の貫徹した公正な日本社会の建設に貢献することを教育理念とし ています。

○教育目的（育てたい法律家像）

（１） 法律についての高度な専門的知識，状況に即応できる柔軟な思考力，的確な実

践的運用能力を有する実力ある法律専門家の養成。

（２） 裁判実務だけでなく，充実したリーガル・サービスと高度のリーガル・エイドを必

要とする社会各層の要請に対応できる，いわゆる「国民の社会生活上の医師」

の役割を果たすべき存在としてのヒューマン・パーソナリティー及び人間と社会へ

の深い関心・理解力・洞察力を有する法律専門家の養成。

（３） 今後の法化社会の進展に伴い，民間，特にビジネス分野での法的問題の処理

の需要に応えうるような金融分野に関する高度の幅広い知識を有するビジネス

法務に強い法律専門家の養成。

（４） 自らが行っている法的問題処理の過程を，より高い次元に立って反省できる観

点を明確に持ち，幅広い教養と高い倫理性に裏打ちされ，専門職業人（プロフェ

ッション）としての任務を深く自覚した人格高潔な見識ある法律専門家の養成。

○広島大学大学院法務研究科（法科大学院）の特色

（１） １学年の学生定員６０人に対して専任教員１９人を配置

専任教員の中には，実務家教員８人を含んでいます。その内訳は法曹経験者

（検察官，弁護士）のほか，銀行出身者・官公庁出身者と多様な実務経験を持つ

人材が，常勤教員として学生の指導に当たることによって，生き生きとした実務

感覚を有する法律専門家を育てる体制をとっています。

（２） 企業法務・ビジネス法務に強い法律専門家を育成

約半数が実務家である教員養成と開設授業科目において，特にビジネス法や金

融法など先端分野のレベルの高い科目を充実させることにより，司法制度改革

の一つの眼目であった産業界からの法曹増員の要請に対応できるように，企業

法務・ビジネス法務に強い法律専門家を育成する体制をとっています。

（３） 広島弁護士会と協定を締結し，継続的な教育支援関係を樹立

広島大学で法科大学院教育に携わる可能性のある弁護士が参加して，２００２
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年１０月から毎月平均１～２回程度の会合を開き，各分野の授業の進め方や教

材の作成に当たっています。

また，広島弁護士会の協力によりリーガル・クリニックと法律事務所でのエクスタ

ーンシップの実施に関する態勢を整備しています。


